
2021年6月吉日 

保護者の皆様へ 
立命館中学校・高等学校 

『立命館中学校・高等学校 給付奨学金・授業料減免制度』募集のご案内 
 

『立命館中学校・高等学校給付奨学金制度』および『立命館中学校・高等学校 授業料減免制度』につきまして、 
下記のとおり受付を開始しますのでお知らせ致します。希望される方は事務室にて申請書類をお受け取りください。 
立命館中学校・高等学校のＡ（給付）奨学金とＢ授業料減免の併用は出来ません。 

 
 
 
 

（１）願書提出締め切り 

   2021 年 6 月30 日（水）17：00 提出先：事務室 
（２）応募資格 

   Ａ：＜給付奨学金＞ ※年度ごとに申請可 

本校に在籍する生徒で、正課および課外・自主活動等において他の生徒の模範となって意欲的に取り組む者の

うち、経済援助の必要な者に立命館中学校・高等学校奨学金を給付し、学業を励ますことを目的とする。 

以下の各号のすべてに該当する者 

① 前年度末の成績において、評定平均値が原則として３．３以上ある者 

② 学業・学校生活における取り組む姿勢が良好である者 

③ 原則として、公的奨学金を申請・受給している者 （例：大阪府育英会等）※中学生はこの限りではありません。 

   国の制度である「高等学校等就学支援金」は公的奨学金にはあたりませんのでご注意ください。      

④ 中学生は原則として本校に 1 年以上在籍していること 

 

   Ｂ：＜授業料減免＞ ※在学中、適用は中高共通で1回限り 

本校に在籍する生徒で、入学後の家庭情況の急変による経済的困窮のために修学の熱意があるにもかかわらず

就学が極めて困難となった者に対し学園の援助による授業料の減免を行い、学業を継続させることを目的とする。 

次の各号に掲げる要件を全て満たす者 

① 家庭状況の急激な変化による経済的困窮のため、学業を継続できない者 

（例：勤務先の倒産やリストラなどにより著しく収入が減少した場合） 

②  高い学習意欲を有し、生活態度が良好である者 

③  中学生は原則として本校に 1 年以上在籍している者 

  ④ 原則として、公的奨学金を申請・受給している者 （例：大阪府育英会等）※中学生はこの限りではありません。 

国の制度である「高等学校等就学支援金」は公的奨学金にはあたりませんのでご注意ください。 

 
（３）提出が必要な書類 

①  立命館中学校・高等学校 奨学金（または授業料減免） 願書 

② 所得を証明する書類、ならびにその補足書類等 

例：令和3 年度（令和2 年分所得）『所得（課税）証明書』等 

＊「市町村民税所得割額と道府県民税所得割額」の記載されたもの 
「自営業」の方は「令和2 年分『確定申告書控え（第一表・第二表）』（写し）」もご提出ください。 

※同一生計の方全員分の収入についての証明が必要です。 

 

 

       ＜お問い合わせ先＞立命館中学校・高等学校事務室（奨学金担当） ＴＥＬ：075-323-7111 

                                                （土日祝除く 8：30-17：00） 

 

京都府在住の高校生保護者の方は本制度ではなく、6 月中旬頃にご案内予定の、京都府「私立高等学校あんしん

修学支援事業」に申請してください。 


